
■
一
般
事
務
職
 

7
人
程
度
（
市
長
部
局
ま
た
は

教
育
委
員
会
な
ど
の
部
課
お
よ
び

そ
れ
ら
の
出
先
機
関
で
行
政
事
務

に
従
事
）
 

■
一
般
事
務
職（
身
体
障
が
い
者
） 

1
人
程
度
（
市
長
部
局
ま
た
は

教
育
委
員
会
な
ど
の
部
課
お
よ
び

そ
れ
ら
の
出
先
機
関
で
行
政
事
務

に
従
事
）
 

■
保
育
士（
幼
稚
園
教
諭
） 

6
人
程
度
（
市
立
保
育
園
ま
た

は
附
属
幼
稚
園
な
ど
に
勤
務
）
 

■
消
防
職
 

2
人
程
度
（
市
内
消
防
署
な
ど

で
消
防
士
と
し
て
勤
務
）
 

   ■
一
般
事
務
職
 

大
学
卒
業
程
度
で
、
昭
和
54
年

4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
日
本

国
籍
を
有
す
る
方
 

■
一
般
事
務
職（
身
体
障
が
い
者
） 

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方
 

▼
高
校
卒
業
以
上
で
、
昭
和
54
年

4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
日

本
国
籍
を
有
す
る
方
 

▼
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
 

▼
自
力
に
よ
る
通
勤
が
で
き
、
か

つ
、
介
護
者
な
し
に
一
般
事
務

職
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
が
可

能
な
方
 

▼
活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
と
口

頭
に
よ
る
面
接
試
験
に
対
応
で

き
る
方
 

■
保
育
士
（
幼
稚
園
教
諭
）
 

昭
和
56
年
4
月
2
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
保
育
士
お
よ
び
幼

稚
園
教
諭
の
両
方
の
資
格
所
有

（
見
込
み
）
者
 

■
消
防
職
 

大
学
卒
業
程
度
で
、
昭
和
56
年

4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
男
子
 

※
い
ず
れ
の
職
も
、
地
方
公
務
員

法
第
16
条
の
各
号
（
成
年
被
後
見

人
な
ど
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。
 

   ■
一
般
事
務
職
 

第
1
次
試
験
＝
7
月
20
日（
日
）

午
前
9
時
か
ら
教
養
試
験
・
適
性

検
査
を
文
化
プ
ラ
ザ
で
実
施
 

第
2
次
試
験
＝
8
月
下
旬（
予
定
）

に
、
面
接
試
験
・
作
文
試
験
・
体

力
試
験
を
文
化
プ
ラ
ザ
で
実
施
 

■
一
般
事
務
職（
身
体
障
が
い
者
） 

第
1
次
試
験
＝
7
月
20
日（
日
）

午
前
9
時
か
ら
教
養
試
験
・
適
性

検
査
を
文
化
プ
ラ
ザ
で
実
施
 

第
2
次
試
験
＝
8
月
下
旬（
予
定
）

に
、
面
接
試
験
・
作
文
試
験
を
文

化
プ
ラ
ザ
で
実
施
 

■
保
育
士（
幼
稚
園
教
諭
）
 

第
1
次
試
験
＝
7
月
20
日（
日
）

午
前
11
時
か
ら
専
門
試
験
・
適
性

検
査
・
作
文
試
験
を
文
化
プ
ラ
ザ

で
実
施
 

第
2
次
試
験
＝
8
月
下
旬（
予
定
）

に
、
面
接
試
験
・
体
力
試
験
・
実

技
試
験
（
ピ
ア
ノ
）
を
文
化
プ
ラ

ザ
で
実
施
 

■
消
防
職
 

第
1
次
試
験
＝
7
月
20
日（
日
）

午
前
9
時
か
ら
教
養
試
験
・
適
性

検
査
・
体
力
試
験
を
泉
西
公
民
館

で
実
施
 

第
2
次
試
験
＝
8
月
下
旬（
予
定
）

に
、
面
接
試
験
・
作
文
試
験
を
文

化
プ
ラ
ザ
で
実
施
 

※
い
ず
れ
の
職
も
、第
1
次
試
験
の

合
格
発
表
は
、8
月
中
旬（
予
定
）

に
受
験
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

な
お
、
第
2
次
試
験
終
了
後
、
最

終
合
格
者
を
決
定
の
上
、
10
月
初

旬
（
予
定
）
に
通
知
し
、
来
年
2

月
上
旬
（
予
定
）
の
健
康
診
断
で

異
常
が
な
け
れ
ば
4
月
1
日
（
予

定
）
で
採
用
を
決
定
し
ま
す
。
 

   ■
一
般
事
務
職
、
一
般
事
務
職

（
身
体
障
が
い
者
）、
保
育
士（
幼

稚
園
教
諭
）、
消
防
職
 

▽
大
学
卒
＝
17
万
2
2
0
0
円
 

▽
短
大
卒
＝
15
万
2
8
0
0
円
 

▽
高
校
卒
＝
14
万
1
0
0
円
 

※
原
則
と
し
て
、
毎
年
1
回
定
期

に
昇
給
し
ま
す
。
ま
た
、
受
験
資

格
よ
り
上
位
の
学
歴
や
民
間
な
ど

の
職
歴
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
基

準
に
よ
り
加
算
さ
れ
ま
す
（
こ
の

数
字
は
現
行
の
額
で
あ
り
、
国
な

ど
の
改
正
に
準
じ
改
正
さ
れ
ま
す
）。 

   
受
験
申
込
書
（
秘
書
広
報
課
職

員
係
で
交
付
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
6
月
2
日
か
ら
30
日

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
ま
で
に

同
係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 


